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○根室市インバウンド受入環境整備事業者支援補助金交付要綱 

令和２年３月25日訓令第13号 

改正 

令和５年９月11日訓令第64号 

根室市インバウンド受入環境整備事業者支援補助金交付要綱 

（通則） 

第１条 根室市インバウンド受入環境整備事業者支援補助金（以下「補助金」という。）の交付に

ついては、根室市補助金等交付規則（昭和50年根室市規則第31号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（目的） 

第２条 この補助金は、根室市内の料飲施設、宿泊施設及び観光集客施設等における、多言語看板、

多言語案内板、多言語飲食メニュー表等（以下「多言語看板等」という。）の設置及び自動翻訳

機の購入を支援し助成することにより、根室市を訪れる外国人等旅行者（以下「旅行者」という。）

の利便性を向上させることを目的とする。 

（補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、第５条第１項に定める事業を自

らの費用負担で実施するものとする。 

（補助金交付対象施設） 

第４条 補助金の交付の対象となる施設（以下「補助対象施設」という。）は、根室市内において

事業を営んでいる、次の各号に定める施設とする。 

(１) 料飲施設 

(２) 宿泊施設 

(３) 上記各号の施設を除く観光集客施設 

（補助金交付対象事業等） 

第５条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助事業者の補助対象施

設で行う、旅行者の利便性を向上させるために多言語看板等を設置及び自動翻訳機の購入する事

業とする。 

２ この補助金は、前項の事業を行うために必要な経費（以下「補助対象経費」という。）であっ

て、次に掲げる経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて予算の範囲内において交

付するものとする。ただし、他の補助制度の補助対象経費については、補助対象外経費とする。 

(１) 多言語看板等の作成に係る経費 

(２) 多言語看板等の設置に必要な工事費 

(３) 自動翻訳機の購入に係る経費 

（補助金の額及び交付回数） 

第６条 補助金の額は、前条第２項に規定する補助対象経費の合計額とし、１施設あたりの補助上

限額は５万円とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、別記第１号様式による補助金交付申請書等その他必

要な書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を調査・審

査の上、交付すべきと認めたものについて、交付を決定するものとし、別記第２号様式による補

助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。また、交付しないと決定したとき

は、その旨を申請者に通知する。 

２ 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。 

（状況報告） 

第９条 市長は、補助事業の円滑な執行を図るため、必要に応じ、補助事業者に対し補助事業の遂

行の状況に関して報告を求めることができる。 

（実績報告） 

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定の属する会計年度が終了し
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たときは、速やかに別記第３号様式による実績報告書を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査及び必要に応じて行

う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めたときは、交付額を確定し、別記第４号様式による交付決定通知書を

補助事業者へ通知するものとする。 

（是正のための措置） 

第12条 市長は、前条に規定する調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し当該補助事業につき、指定した期日

までにこれらに適合させるための措置をとることを命ずることができる。 

２ 第10条の規定による実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合について準用する。 

（補助金の支出） 

第13条 第11条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに別記第５号様式による請求書を

市長に提出するものとする。 

２ 市長は、当該請求書を受理した日の翌日から30日以内にこれを支払うものとする。 

（決定の取消） 

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 交付決定を受けた者が、根室市暴力団排除条例（平成25年根室市条例第６号）第２条の規

定による暴力団員等に該当するに至ったとき。 

(４) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。 

２ 前項の規定は、第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用するも

のとする。 

（補助金の返還） 

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当

該取消に係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその

返還を命ずるものとする。 

（補助金の経理等） 

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、

かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければな

らない。 

（検査） 

第17条 補助事業者は、市長が指定する職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査

させた場合、又は補助事業について報告を求めた場合には、これに応じなければならない。 

（財産の管理及び処分） 

第18条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助事業により取得し、又は効用を増加した財

産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従って、その効果的運用を

図らなければならない。 

（その他） 

第19条 この要綱に定めるもののほか、この運用に関する必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年９月11日訓令第64号） 

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の根室市インバウンド受入環境整備事業者支援補助金

交付要綱の規定は、令和５年４月１日から適用する。 
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別記第１号様式（第７条関係） 
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別記第２号様式（第８条関係） 

 



5/7 

別記第３号様式（第10条関係） 
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別記第４号様式（第11条関係） 
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別記第５号様式（第13条関係） 

 


